








※野立広告塔（板）は、原則として道路から５ｍ以内、鉄道、他の野立広告塔（板）から100ｍ以内には設置できません。
　ただし、市街地に設置する場合や自家用広告物、公共広告物等は除きます。

※表中の広告物（壁面広告板を除く）について、表示内容等の変化を伴わない一般的な照明装置付きの広告物は、交通信
　号機から５ｍ以内には設置できません。ただし、交通信号機の視認性を妨げる恐れのある電光表示広告物については、
　10ｍ以内には設置できません。













１年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金



秋 田 市 屋 外 広 告 物 条 例 の し お り
（平成２３年３月作成）

秋田市都市整備部都市計画課
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